
 

 

平成２３年１２月１日 

                                   Ｎｏ１１－１７５ 

株式会社 伊予銀行 

                                                      

 

～地域文化の発展・向上をお手伝いします～ 

 

株式会社 伊予銀行（頭取 森田浩治）は、第 41 回目となる｢伊予銀行地域文化活動助成制度｣

の助成団体を募集いたしますので、下記のとおりお知らせいたします。 

本制度では、平成 4 年 1 月の制度創設以来、郷土芸能・創作芸能・音楽・文芸・郷土史・生活

文化など各分野にわたり合計 875 団体に、総額 1億 6,724 万円の助成金を贈呈しております。 

 

記 

 

○目的 

地域における「草の根」の文化活動全般について、その活動経費等に対して助成を行い、地

域文化の向上に寄与することを目的としております。 

 

○募集期間 

  平成 23 年 12 月 1 日（木）～平成 24 年 1 月 20 日（金） 

 

○応募方法 

各営業店に「助成応募要領」を備え付けております。助成申請書を掲載しておりますので、

必要事項をご記入のうえ、活動の様子がよくわかる写真や資料を添付して最寄りの伊予銀行へ

ご提出いただき、支店長の推薦を受けてください。応募にあたって、お取引の有無は一切関係

ありません。 

（助成申請書は、伊予銀行ホームページからダウンロードすることもできます。） 

 

○助成対象要件 

・愛媛県内において活動を行っている団体・グループとします。 

・地域に密着した住民参加型｢草の根｣文化の伝承活動を行っている団体・グループとしま

す。 

・原則として 10 年以上の継続した活動実績を持つ団体・グループとします。 

 

 

 

 

 

 

 



 

｢伊予銀行地域文化活動助成制度｣の概要 

 

○制度の趣旨 

地域文化の発展と向上にお役に立ちたいとの願いから、愛媛県内で伝統性のある草の根的

な文化活動を行っている団体・グループに対して、その活動資金の一部を助成させていただ

く制度です。 

 

○助成団体の選考 

伊予銀行文化振興顧問団(委員長 愛媛大学名誉教授 三木吉治氏)のご意見を参考に、ご

応募いただきました団体の中から助成団体を決定いたします。助成決定までの審査期間とし

て、募集締切から３か月程度のお時間をいただきます。 

 

○助成制度のスケジュール 

原則的には、次のスケジュールに沿って年２回の助成を実施いたします。 

 上 期 分 下 期 分 

募 集 期 間 １２月～１月下旬 ６月～７月下旬 

審 査 期 間 ２月～３月 ８月～９月 

顧 問 団 会 議 ４月 １０月 

助 成 金 贈 呈 ５月頃 １１月頃 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊予銀行ホームページに、本制度に関するメニューを設定しております。 

くわしくは、そちらをご参照ください。 

応募要領、申請書も掲載しております。ダウンロードしてご活用ください。 

      http://www.iyobank.co.jp 
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